
 

令和５年８月伊勢原市教育委員会定例会会議 日程表 

 

日時：令和５年８月２２日（火） 

午前９時３０分から 

場所：伊勢原市役所 ３階 第２委員会室 

 

開 会 

 

議 事  

日程第 １  前回議事録の承認 

日程第 ２  教育長報告 

 

その他 

 

閉会 



全国学力・学習状況調査結果の取扱いについて 

教育指導課 

 

１ これまでの経緯 

 ○ 平成２２年７月伊勢原市教育委員会の議案第３２号で、全国学力・学習状況調査結果に係

る情報公開請求に関して、次の２点が承認された。 【参考資料１】 

  ・ 「国語Ａ・Ｂ」「算数(数学)Ａ・Ｂ」の市全体の平均正答率、児童生徒質問紙調査及び学

校質問紙調査の市全体の平均値については公開する。 

・ 「国語Ａ・Ｂ」「算数(数学)Ａ・Ｂ」の学校ごとの平均正答率は非公開とする。 

 

 ○ この承認に基づき、平成２２年度以降、次の事項について公表してきた。  

  ・ 「国語Ａ・Ｂ」「算数(数学)Ａ・Ｂ」の市全体の平均正答数及び平均正答率 

    （平成３１年度（令和元年度）よりＡ・Ｂを一体的に問う調査へと変更） 

（「理科」「英語」についても調査実施に応じて同様に公表） 

・ 児童生徒質問紙調査及び学校質問紙調査の市全体の平均値（一部項目） 

  ・ 調査結果に係る市全体の分析・見解 

 

 ○ 平成２６年度国の実施要領の改正に伴い、調査結果の公表に関して改めた。 

参考として、令和４年度のホームページ公表内容は、別紙のとおり。 

【参考資料２】 

 

〇 平成２９年度の標記調査結果について情報公開請求あり。 

公開の請求に係る行政文書の内容：平成２９年度全国学力・学習状況調査における学校別

平均正答率。学校名や生徒数など類推できるものを伏せ、順不同として公開した。 

  

〇 令和５年度の調査については、別紙『「令和５年度全国学力・学習状況調査に関する実施要

領」の概要と対応』のとおり。【参考資料３】 

 

 

２ 今後の取扱い 

  令和５年度の全国学力・学習状況調査結果の取扱いは、次のとおり。 

（１）伊勢原市教育委員会による公表事項 

   市民への説明責任として、次の事項についてホームページで公表する。 

・ 「国語」「算数(数学)」及び中学校「英語」（「話すこと」を除く）の市全体の平均正

答率 

・ 児童生徒質問紙調査及び学校質問紙調査の市全体の平均値（一部項目） 

    ・ 調査結果に係る市全体の分析・見解 

    ・ 市内各小中学校の結果の分析及び活用について 

（２）学校による説明事項 

   保護者や地域住民への説明責任として、調査結果の分析を踏まえた授業改善の取組方針等

について、学校便り等を活用して周知を図る。 

（３）非公開事項 

   文部科学省「令和５年度全国学力・学習状況調査に関する実施要領」に基づき検討した結

果、伊勢原市としては個別の学校の調査結果及び中学校英語「話すこと」調査結果について、

平均正答率などの数値については非公開とする。  
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【資料１】



【参考資料１】 

 

  【非公開の理由】 

個別の学校の調査結果の公表は、たとえ「一覧表示や順位付けをしない」「学力の一部分の

測定に過ぎないことを明記」等の配慮を行ったとしても、平均正答率の数値のみによる学校

の一面的な序列化を煽り、在籍する児童生徒の意欲低下や誤った競争激化など、各学校の創

意ある教育活動を推進する上で大きな弊害になるとともに、本調査の適正な遂行に支障を及

ぼすことが予想されるため。 

   また、このことは、伊勢原市教育振興基本計画に掲げた基本理念と異なるものであるため。 

 

平成２２年７月伊勢原市教育委員会議 議事録より 

（議案第３２号） 

「全国学力・学習状況調査の行政文書公開請求に係る異議申し立ての取り扱いについて」 

 

 

■ 経 緯 

○ 市民より、平成 19・20年度の標記調査結果について情報公開請求あり。 

   請求内容：「国語Ａ･Ｂ」「算数(数学)Ａ･Ｂ」の市全体及び学校ごとの平均正答率 

       ：児童生徒質問紙調査及び学校質問紙調査の市全体の平均値 

○ 非公開とする市の通知に対し異議申し立てがあり、市情報公開審査会は「公開すべき」と

の答申。 

 

 

■ 承認事項 

○ 「国語Ａ･Ｂ」「算数(数学)Ａ･Ｂ」の市全体の平均正答率、児童生徒質問紙調査及び学校質

問紙調査の市全体の平均値については公開する。 

 ○ 学校ごとの平均正答率は非公開とする。 

     

 【理由】 

・ 学校間の序列化による弊害や、特に小規模校において個が特定されるといった支障を来

す可能性が完全に払拭できないため。 

   

・ 情報公開審査会答申の付言にも次のようにあるため。 

「 調査で測定できるのは２科目であり、学力の特定の一部であることから、学校におけ

る教育活動の一つの側面に過ぎない。 

また、小中学校が自分の行きたい学校を選択することのできない学区制のため、序列

化によりランクの低い学校に行く子どもの立場からして影響が懸念される。 

さらに、学校間の平均点を出したことで、建設的なインターアクションが起こるかど

うかに関して疑問があるとの意見があり、調査結果が、指導者である教員と児童生徒を

通じ保護者に戻されているのであり、結果を教育の仕方に反映しているのであれば、公

開はどうかという意見が出されたことを申し添える。 」 
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【参考資料３】 

 

「令和５年度全国学力・学習状況調査に関する実施要領」の概要と対応 

教育指導課  

■ 調査の目的 

  義務教育の機会均等とその水準の維持向上の観点から、全国的な児童生徒の学力や学習状況

を把握・分析し、教育施策の成果と課題を検証し、その改善を図るとともに、学校における児

童生徒への教育指導の充実や学習状況の改善等に役立てる。さらに、そのような取組を通じて、

教育に関する継続的な検証改善サイクルを確立する。 

 

■ 調査の対象 

  小学校第６学年 中学校第３学年 
   ＊ 特別支援学級在籍の児童生徒のうち、下学年や特別支援学校（知的障害）の教科内容の指導を受け

ている児童生徒は調査の対象としないことを原則とする。 

＊ 右耳・左耳それぞれの平均聴力レベルが 60デシベル以上の生徒は、中学校の教科に関する調査の英

語のうち「聞くこと」及び「話すこと」に関する調査の対象としないこととすることができる。 

 

■ 調査の期日 

  令和５年４月１８日（火） 

 

■ 調査事項 

【児童生徒に対する調査】 

 ○ 教科に関する調査 

  ・ 小学校：国語、算数  中学校：国語、数学、英語 

  ・ 出題範囲：原則として、調査する学年の前学年までに含まれる指導事項 

  ・ 出題内容：①身に付けておかなければ後の学年等の学習内容に影響を及ぼす内容や、実

生活において不可欠であり常に活用できるようになっていることが望まし

い知識・技能等 

②知識・技能等を実生活の様々な場面に活用する力や、様々な課題解決のた

めの構想を立て実践し評価・改善する力等 

調査問題では、上記①と②を一体的に問うこととする。 

・ 出題形式：記述式の問題を一定割合で導入 

   

 ○ 質問紙調査 

  ・ 学習意欲や学習方法、学習環境、生活の諸側面等に関する質問 

 

【学校に対する質問紙調査】 

  ・ 指導方法に関する取組や人的・物的な教育条件の整備の状況等に関する質問 

 

■ 調査結果の活用 

○ 学校は、各児童生徒に対し個人票を提供するとともに、調査結果を踏まえ、各児童生徒の

全般的な学習状況の改善等に努めるとともに、自らの教育指導等の改善に向けて取り組むこ

と。 

 

○ 伊勢原市教育委員会及び学校は、多面的な分析を行い、自らの教育及び教育施策の成果と

課題を把握・検証し、保護者や地域住民の理解と協力のもとに適切に連携を図りながら、教

育及び教育施策の改善に取り組むこと。 
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■ 調査結果の公表 

【基本的な考え方】 

調査結果の公表に関しては、伊勢原市教育委員会や学校が、保護者や地域住民に対して説明

責任を果たすことが重要である一方、調査により測定できるのは学力の特定の一部分であるこ

と、学校における教育活動の一側面であることなどを踏まえるとともに、序列化や過度な競争

が生じないようにするなど教育上の効果や影響等に十分配慮することが重要である。 

 

【市町村教育委員会における公表】 

○ 設置管理する学校全体の結果を公表できる。 

○ 個別の学校の結果を公表できる。この場合、個々の学校名を明らかにした公表については、

その教育上の影響等を踏まえ、必要性について慎重に判断すること。 

○ 学校に自校の結果を公表するよう指示する場合も、上に準ずること。 

 

【調査結果の取扱いに関する配慮事項】 
（文部科学省「令和５年度全国学力・学習状況調査に関する実施要領」より抜粋） 

 

  ７．中学校の英語のうち、「話すこと」に関する調査の実施にかかる特例的な措置 

   英語「話すこと」に関する調査は、ICT端末を活用し、文部科学省 CBTシステム（MEXCBT：

メクビット）を用いたオンラインの音声録音方式で実施するものであり、各学校の ICT環

境が様々であることから、令和５年度については、特例的な措置として、以下のとおり取

り扱うこととする。 

  （１）英語に関する調査の結果については、「聞くこと」、「読むこと」、「書くこと」の合計

を集計する。また、「話すこと」に関する調査の結果については、当日実施校の結果か

ら推定される全国値のみを公表することとし、都道府県別、指定都市別の公表は行わ

ない。 

  （２）期間内実施校の英語「話すこと」に関する調査の結果については、参考値として当

該学校とその設置管理者、所管する都道府県教育委員会に提供することとし、公表は

行わない。 

   

  ８．調査結果の取扱い 

  （５）調査結果の取扱いに関する配慮事項 

   ア 教育委員会及び学校による調査結果の公表 

（エ）調査結果の公表に当たっては，以下の①から⑥までにより行うこと。  

① 公表する内容や方法等については、教育上の効果や影響等を考慮して適切なも

のとなるよう判断すること。  

② 調査結果の公表を行う教育委員会又は学校においては、単に平均正答数や平均

正答率などの数値のみの公表は行わず、調査結果について分析を行い、その分析

結果を併せて公表すること。さらに、調査結果の分析を踏まえた今後の改善方策

も速やかに示すこと。  

③ （中略）市町村教育委員会が学校名を明らかにした公表に同意する場合は、当該

学校と公表する内容や方法等について事前に十分相談するとともに、公表を行う

教育委員会は、当該調査結果を踏まえて自らが実施する改善方策を調査結果の公

表の際に併せて示すこと。  

また、教育委員会において自らが設置管理する学校に自校の結果を公表するよ

う指示する場合は、教育委員会は自らが実施する改善方策を速やかに示すととも

に、公表する内容等について学校に指示する場合は、教育委員会は当該学校とそ

れらについて事前に十分相談すること。 
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なお、平均正答数や平均正答率等の数値について、一覧での公表やそれらの数

値により順位を付した公表等は行わないこと。  

④ 調査の目的や、調査結果は学力の特定の一部分であること、学校における教育

活動の一側面であることなどを明示すること。  

⑤ 児童生徒個人の結果が特定されるおそれがある場合は公表しないなど、児童生

徒の個人情報の保護を図ること。  

⑥ 学校や地域の実情に応じて、個別の学校や地域の結果を公表しないなど、必要

な配慮を行うこと。 

 

 

【情報公開に関して】 

○ 文部科学省は、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成 11年法律第 42号）」

第 5条第 6号の規定を根拠として、公表しない調査結果を不開示情報として取り扱う。 

（理由）序列化や過度な競争が生じるおそれや学校の設置管理者等の実施への協力及び国民

的な理解が得られなくなるなど正確な情報が得られない可能性が高くなり、全国的な

状況を把握できなくなるなど調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると考えら

れるため 

○ 伊勢原市教育委員会でも、情報公開条例の同様の規定を根拠とし、適切に対応する必要が

ある。 
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教育委員会等関連主要行事一覧（９月・１０月）

◆教育委員へ別途出席を依頼する行事は最右欄に「●」印を付しています

№ 行事名 開催場所 開催日 時間 主催 所管課
教育委員への

出席依頼

1 中学校体育祭（山王・成瀬・伊勢原・中沢） 各中学校 9月9日(土) 各学校ごと 各中学校 教育指導課

2 小学校運動会（伊勢原小、緑台小、石田小）
※石田小は、スポーツフェスティバルとして開催

各小学校 9月23日(土) 各学校ごと 各小学校 教育指導課

3 市内中学校音楽会 市民文化会館 9月23日(土) 午後 中学校教育研究会 教育指導課

4 ９月教育委員会定例会
市役所

第３委員会室
9月28日(木) 9:30～12:00 教育委員会 教育総務課 ●

5 学校訪問（高部屋小学校） 高部屋小学校 10月6日（金） 午後 教育委員会 教育指導課 ●

6 小学校運動会（大山小学校） 大山小学校 10月7日（土） 8:40～14:30 予定 大山小学校 教育指導課

7 中学校文化祭（中沢中学校） 文化会館 10月13日(金) 調整中 中沢中学校 教育指導課

8 中学校文化祭（伊勢原中学校） 伊勢原中学校
10月13日（金）
10月14日（土）

調整中 伊勢原中学校 教育指導課

9 中学校文化祭（山王中・成瀬中）
文化会館（山王）

成瀬中学校
10月14日（土） 調整中 各中学校 教育指導課

10 １０月教育委員会定例会
市役所

第２委員会室
10月24日(火) 9:30～12:00 教育委員会 教育総務課 ●

11 成瀬中学校研究報告会 成瀬中学校 10月27日（金） 午後 成瀬中学校 教育指導課 ●

12 小学校運動会（比々多小学校） 比々多小学校 10月28日（土） 調整中 比々多小学校 教育指導課
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教育委員会等関連主要行事一覧（９月・１０月）

◆教育委員へ別途出席を依頼する行事は最右欄に「●」印を付しています

№ 行事名 開催場所 開催日 時間 主催 所管課
教育委員への

出席依頼

13
第２４回伊勢原市読書感想文コンクール
表彰式

市役所
２ＣＤ会議室

10月31日(火) 午後 教育委員会 教育指導課

14 第59回伊勢原市民文化祭（発表部門） 市民文化会館

10月21日(土)・22日
(日)・28日(土)・29日
(日)・11月3日(金)・4

日(土)・5日(日)

団体により異なる 教育委員会 社会教育課

15 第59回伊勢原市民文化祭（展示部門） 中央公民館
10月27日(金)～29日

(日),11月3日(金)～5日
(日)

9:30～17:00
※10月29(日),11月5
日(日)は16:00まで

教育委員会 社会教育課

16 第59回伊勢原市民文化祭（菊花展） 総合運動公園
11月2日(木)～9日(木)

【表彰式】
11月9日(木)

9:00～15:00 教育委員会 社会教育課
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